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ご愛用の皆様へ 

 

このたびはビシャモンのトータスＧリフトをお買い上げいただきましてありがとうございます。 

ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みいただき、ご納得になった上でご使用ください。 

なお、この説明書は大切に保管していただき、万一紛失された場合は、速やかにご請求ください。 

取扱説明書が現品と異なる場合は、お買い上げいただいた販売会社までご請求ください。  

 

 

 

 

保守点検の実施をお願い致します。リフトによる安全な作業を行うためにまた、リフトの十分なる機能

を維持するために、定期的な保守点検の実施をお願い致します。 
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保守点検管理のお願い 

トータスＧリフト 
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まえがき 

このたびはビシャモンのトータスＧリフト SCL25 シリーズをお買い上げいただきましてありがとうご

ざいます。ご使用になる前に必ずこの説明書を熟読いただき、十分ご納得になった上でご使用ください。 

説明書の中の注意事項および使用方法等をよく読んでご使用いただかないと、十分な能力を発揮できない

ばかりか、車の落下や人身事故につながることになりかねませんので十分熟知していただき、正しくご使

用ください。改良のためこの取扱説明書の内容とお買い上げいただいた製品と異なる場合があります。 

製品や取扱説明書の内容についてご質問のある場合には、お買い上げいただきました販売会社まで遠慮な

くお問い合わせください。 

なお、この説明書は大切に保管していただき、万一紛失された場合は速やかに請求してください。 

また、製品に貼り付けてある警告シール等がはがれた場合には、販売会社にてお求めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この取扱説明書では「危険」「警告」「注意」について次のような定義と警告表示を使用

しています。警告表示は安全作業のために重要な事柄です。人身事故や財物損害防止のた

め重要な事柄が記載されていますので、必ずよく理解してからご使用ください。 

 

取り扱いを誤った場合に使用者等が死亡、または重傷を負う危険性が切迫

して生じることが想定される場合。 

 

取り扱いを誤った場合に使用者等が死亡、または重傷を負う可能性が想定

される場合。 

 

取り扱いを誤った場合に使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、 

および物的な損害の発生が想定される場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語および記号の説明 

 危険  

 警告  

 注意  
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１ 使用目的 

本製品は屋内用であり、洗車作業を除く軽、小型、普通乗用車（ワンボックス、トラック型を除く）の

オイル交換、部品交換、一般整備、車検整備を行うためのリフトです。 

 

 

 

 

２ 危険・警告・注意事項 

リフトをご使用いただく上での、人身事故や自動車の損傷を防止するための重要な事柄が記載されてい

ますので、必ずよく読み、よく理解してから使用してください。 

 

 

２-１ 一般的な安全遵守事項 

１．取扱説明書をよく読み、完全に理解してから使用してください。 

２．このリフトは、使用方法を熟知した人以外は使用しないでください。 

３．始業点検および保守点検は、取扱説明書の本文に従って必ず実施してください。 

４．運転時に異音発生等、普段と異なる状態のときはリフトの使用を禁止し、お買い上げいただいた

販売会社に連絡して点検を受けてください。 

５．このリフトを自動車整備以外の目的に使用しないでください。 

６．警告シールを取り外したり改変したりしないでください。 

 

 

２-２ 使用上の注意 

絵表示の背後に描かれている図記号は次のような意味があります。 

 

 

 

 

 

 

操作中は、絶対に車の下に立入らないこと。 

※死亡または重傷の危険があります。 

 

車が落下しそうな時は支えないで逃げること。 

※車の下敷きになり、死亡または重傷の危険があります。 

してはいけない 

特定の行為 

しなくてはいけない 

特定の行為 

取り扱いの誤りによって発生

する可能性のある警告注意 

 危険
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操作は、操作方法を熟知した人以外は、使用禁止。 

※誤った操作方法が原因で思わぬ事故が発生します。 

 
部品脱着等のために車の下にミッションジャッキ・棒等を入れた状態での下

降厳禁。 

※受台のセットが外れ、車が落下の危険あり。 

 

車の重心を受台に黄色で指定された範囲内にセットすること。 

※リフト昇降中または作業中の振動や部品脱着で､自動車落下の危険性があります。 

 

前後および左右の「片上げ」は厳禁。 

※自動車の落下の危険性や変形の可能性があります。 

 またリフトの損傷の危険性があります。 
 

 

受台に対して前後・左右を均等に乗り入れること。 

※振動や部品脱着時に車の落下の危険があります。 

 

安全装置等の改造は絶対禁止。 

※万一の場合に、安全装置が作動しないで、重大な事故が発生します。 

 

リフトアップした自動車を大きく揺らさないこと。 

※受台のセットが外れ、車の落下の危険あり。 

 

重い部品の脱着時は自動車の転落に注意すること。 

※受台のセットが外れ自動車の落下の危険性があります。 

 

リンクや受台の間に手を入れないでください。 

※はさんでケガをすることがあります。 

 警告
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下降時には受台の下方に足を出さないように要注意。 

※挟まれて大けがをします。 

 
取扱説明書をよく読み、理解してから使用すること。 

※重要な警告事項が説明あり。 

警告事項に従わないと、重大事故につながります。 

 
感電注意 

操作盤、制御盤を開けた時は、感電注意。 

※死亡または重傷の危険あり。 

 

寒冷地での使用はエアー機器に保温処置を施すこと。 

※回凍結により誤作動の可能性あり。 

 

 

 

 

 

取扱説明書をよく読んで、十分に理解してからご使用ください。 

[準備] 

・このリフトは、自動車を整備するためのものです。自動車整備以外の目的には使用しないでください。 

・最大能力以上の車を上げないでください。最大能力は 2500kg です 

・左右の受台にかかる荷重の差は 300kg 以内で使用してください。 

極端な偏荷重の場合、車が大きく傾くおそれがあります。 

・受台は確実にリフティングポイントにセットし、明らかにリフティングポイントのない車は上昇させ

ないでください。また、リフティングポイントの間はできるだけ広く受けてください。正しいリフテ

ィングポイントについては車の整備マニュアルを参照してください。 

・スライド受台付リフトのご使用にあたっては、ずれ止めピンが確実に入っていることを確認のうえご

使用ください。 

・スライドを出した状態での車の入・退出は避けてください。 

・入・退出時の急発進は避けてください。スライドの破損につながります。 

・すべての安全装置が正常に作動している場合のみリフトを使用してください。 

 

 

 

 

 

 警告

 注意 
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● 作業終了後はリフトを最下降位置まで下げて、電源を切っておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 [上昇・下降操作] 

・リフトの操作時には常に車やリフト周辺の状態に注意し、わき見をしながら操作をしないでください。

重大な事故につながるおそれがあります。 

・上昇時には受台が車に当った時点で一時停止させ、受台が正しく当っていることを確認してください。 

・受台とリフティングポイントの間には純正のサイドシルブロック以外の支持物を入れないでください。 

・昇降中は車の左右の傾きに十分注意してください。受台高さに左右差（目安として約 100mm）が発

生した場合は、車をリフトから降ろした状態でリフトを最上昇位置まで上昇させて上昇ボタンを 2～

３秒間押し続けてください。その後最下降位置まで下降させて下降ボタンを 5～10 秒間押し続けて

ください。次に 300mm 位上昇させ下限まで下降させる動作を 2～3 回繰り返して左右の差が無くな

るまで行ってください。 

・ピットやリフトの内部に工具や部品などを放置したまま操作をしないでください。リフトの故障や車

の転落につながります。 

・リフトが併設している場合、他のリフトの操作ボタンを間違えて操作しないでください。 

・下降させるときには、車やリフト周辺に人や物が無いことを確認してから下降させてください。 

・下降ボタンを押しても下降しないときは、一旦上昇させてから下降させてください。 

・スライド受台付埋設型リフトのご使用にあたっては、リフト格納の際、車のタイヤが接地した時点で

必ずスライドを収納し、その後下限まで下降させてください。受台や床面を損傷するおそれがありま

す。 

・受台が完全に下降してから車の乗り入れや退出を行ってください。車やリフトに損傷を与えることが

あります。 

・車の昇降時にはリフトに近づいたり触れたりしないでください。 

[作業中] 

・リフトから離れるときや、使用しないときは必ず下限まで下降させておいてください。 

・作業前に下降止めツメが「入り」の状態になっていることを確認してから作業に入ってください。 

・作業者以外はリフトの付近に立ち入らせないでください。 

・車を上昇させて作業者不在のまま長時間放置しないでください。降下止めラックの無い低い位置では

放置している間に下降し、車に損傷を与えることがあります。 

[その他] 

・リフトの改造をしないでください。十分な機能が発揮できず重大な事故につながるおそれがあります。 

・使用中や点検中に異常を発見した場合には直ちに使用をやめ、“故障中”の表示を行い、異常部分の

修理をしてください。また修理が終わるまでリフトを使用しないでください。 

・本製品は耐水仕様にはなってはいません。洗車・屋外・湿気の多い場所では使用しないでください。 

・フィルターレギュレーターは絶対に 1.0MPa 以上のエアーを供給しないでください。 

レギュレータが破損することがあります。 

・フィルターレギュレーターは必ず 0.5MPa にセットしてください。それ以上だとセレックスバルブが

破損するおそれがあります。 

 注意 

●非耐水タイプのリフトを洗車や屋外、湿気の多い場所では使用しないでください。 
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３ 警告等のシールの種類と貼付位置 

リフトの操作を行うときは、取扱説明書に指示されている安全に関する注意事項をすべて遵守してくだ

さい。下記のように警告・注意シールが貼ってありますのでよく確認しておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 機械の構成と各部の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重心位置シール 

 

② 能力シール 

 

③ 注意シール 

④ 危険警告シール 

⑤ 銘板 

⑥ 足元注意シール 

 

⑦ 点検シール 

※改造品の場合は仕様が異なる場合がありますので、 

別紙改造仕様図をご参照ください。 

* シールには人身事故や財物損害防止のための重要な事柄や、リフトの能力が記載されています。

使用中にシールが損耗・破損したり、はがれていた場合は速やかに購入していただき、正しく

貼付してください。 

 

 

 注意  

Cap.２,５００kgs.(５,５００lbs.) 

  

 

⑥ 

⑦ 

車の重心をこの範囲内にセットしてください。 

 

※SCL25APには乗込み台は 

付属していません。 
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５ 運転装置の使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルターレギュレーター 

フィルターレギュレーターに供給されているエアー圧力 0.5～1.0MPa を適正な圧力 0.5MPa に

減圧する機能と、エアーの中の水をろ過する機能をもっています。エアー圧力計の針は、減圧され

たエアー圧力を示しています。 

 

《調整方法》 

① フィルターレギュレーターに供給されているエアー圧力が

0.5MPa 以上あることを確認してください。 

② ナベ小ネジを緩め、エアー圧力計の針を見ながら圧力調 

整ツマミを回して 0.5MPa に合わせてください。 

右回転･･････増圧  左回転･･････減圧 

③ 調整が終わりましたらナベ小ネジをゆるめておいてくださ

い。 

 

《水抜き方法》 

① 水抜きバルブを上へ押し上げてください。 

押している間エアーと一緒に水が噴き出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルターレギュレーター 

* フィルターレギュレーターの水抜きは毎日必ず行ってください。水が溜まると故障の原因とな

ります。 

* フィルターレギュレーターに供給されているエアー圧力（一次側圧力）は、1.0MPa としてく

ださい。1.0MPa 以上の場合、フィルターレギュレーターが破損する場合があります。 

* 作業前に必ずエアー圧力計の針が 0.5MPa になっているか確認してください。 

0.5MPa 未満の場合、リフトが誤作動するおそれがあります。 

また 0.5MPa 以上ですとセレックスバルブが破損する場合があります。 

必ず 0.5MPa に合わせてください。 

 注意 
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押ボタン操作スイッチ 

 

 

 

 

 

 

㊤：上昇ボタンを押すと上昇し、離せばその位置で停止します。 

㊦：下降ボタンを押すとわずかに上昇してから下降し、離せば

その位置で停止します。 

上昇ボタンと下降ボタンは同時には操作できません。 

 

 

 

スライド受台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リフティングポイントに合わせて受台を延長することができます。 

 

サイドシルブロック 

車を受台で支えて上げる時に車のサイドシルを保護するために使用します。 

標準装備のサイドシルブロック（高さ：SCL25AP-70mm、SCL25A-30mm）と、オプション

のハイサイドシルブロック（高さ：115mm）があります。 

 

 

 

 

 

 

上昇ボタン 

 

下降ボタン 

* リフトおよび車のまわりの安全を確認せず、不用意に押ボタン操作スイッチを操作すると、重大

な事故を起こすことがあります。 

 警告
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６ 作動原理 

トータス G リフトは、電動油圧ポンプにより油圧シリンダーを作動させ、2 段 X 型リンクを介して受

台を持ち上げます。左右の受台は油圧ユニット内のシンクロシリンダーにて油圧同調され、昇降動作を

します。また、同調の狂いを補正する機能があります。 

 

＜上昇＞ 

押ボタン操作スイッチの上昇ボタンを押すと油圧ユニットが作動し、シンクロシリンダーの働きによ

り左右リフトシリンダーに同量の作動油を送り込み、左右リフトが同調して上昇します。 

上昇ボタンより手を離すと油圧ユニットの作動は止まり、リフトシリンダーに送り込まれたオイルは

下降バルブ（逆止弁）で止められ左右の受台はその高さで停止します。 

降下止めツメは上昇時、停止時は常に“IN”の状態となっています。 

 

＜下降＞ 

押ボタン操作スイッチの下降ボタンを押すと、降下止めツメが外れます。左右の降下止めツメが完

全に外されると、油圧回路が下降側に切り換わるとともに油圧ユニットが作動し、リフトを強制的

に下降させます。 

 

＜同調補正＞ 

リフトの同調が狂った場合は、以下の方法で同調を行います。 

車をリフトから降ろした状態でリフトを最上昇位置まで上昇させて上昇ボタンを 2～3 秒間押し続

けてください。 

その後最下降位置まで下降させて下降ボタンを 5～10 秒間押し続けてください。次に 300mm 位

上昇させ最下降位置まで下降させる動作を 2～3 回繰り返して左右の差が無くなるまで行ってくだ

さい。 

※改善しない場合は再度、最上昇位置まで上昇させて同調補正を行ってください。 

 

上 昇 

 

上昇ボタン ON     モーター回転    シンクロシリンダー作動    同調上昇 

 

 

下 降 

 

下降ボタン ON                                     同調下降 

 

 

 

 

本製品は油圧シリンダーにより上昇しています。油圧機器の性質上、リフトとは極めて微少ながら

降下していきます。リフトを長時間同じ高さで保持することはできませんのでご承知ください。 

 

 

シンクロ 
シリンダー作動 

油圧回路 
切り替え 

降下止め 
ツメ解除 

モーター 
回転 

解 説 
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７ 安全装置の説明 

 

 

降下止め装置 

 
油漏れや万一の油圧ホースなどの破
裂時、リフトが降下するのを防ぐツメ
です。 

ただし受台が、最低位より 200mm

の高さまではツメはかかりませんの

で、注意してください。 

各シリンダーにあります。 

 

 

ヒューズバルブ 

（断流弁） 

 

万一の油圧ホースや配管類の破裂な

どでシリンダーから急激に油の流出

がある時、油の流出を止め、リフトお

よび車の落下を防ぎます。 

左右シリンダーの圧油口に取り付け

てあります。 

 

 

リリーフバルブ 

 

リフトの能力を超える車を上昇させ

ようとしたときや、リフトが最上昇位

置まで上昇したとき、油圧を逃がしリ

フトの破損、事故を防ぎます。 

サブプレートに内蔵されています。 

 

 

サーマルリレー 

 

過負荷電流を検知し、電気回路を遮断

し、モーターの焼損を防ぎます。 

マグネットスイッチに取り付けてあ

ります。 
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８ 始業点検 

毎日作業前に始業点検を行ってください。点検は必ず無負荷で行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検個所 内   容 点検 方法 異常のときは 

本  体 
スムーズに上昇・下降するか 

異音はないか 
目視・聴取 販売会社に連絡・相談ください 

本  体 リフト本体に外観上、破損・歪みはないか 目視 販売会社に連絡・相談ください 

油圧回路系統 
シリンダー･油圧ユニット・配管など油圧回路から

油漏れはないか 
目視・触取 

増締め、または販売会社に 

連絡・相談ください 

油圧ユニット 上昇・下降時、油圧ユニットからの異音はないか 聴取 販売会社に連絡・相談ください 

エアー回路系統 
ツメ外しシリンダー・エアー配管などエアー回路

にエアー漏れはないか 
聴取・触取 

増締め、または販売会社に 

連絡・相談ください 

降下止め装置 
下降止めツメは正常か。ツメが外れっぱなしでは

ないか、下降時外れるか 
目視 販売会社に連絡・相談ください 

ピット内部 ピット内、リフター内部に異物が落ちていないか 目視 異物除去 

フィルターレギュレーター 

本製品は、エアーを使用していますので、フィルターレギュレーターの調節を毎日始業前に必ず 

行ってください。調節を怠るとリフトが正常に作動しないばかり 

か、故障の原因になりますので、必ず行ってください。 

① 圧力計は 0.5MPa になっているか。 

圧力計が 0.5MPa 以下になると正常に下降操作できない 

ことがあります。 

② 水抜き方法 

水抜きバルブを上へ押すと押している間、エアーと一緒に 

水が噴き出てきます。 

フィルターレギュレーター取扱注意 
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９ 使用方法 

自動車整備時の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９-１ 車の進入  

 

 

 

 

 

リフトに対して、車を左右均等に車のリフトの重心が

リフトの中心にくるように車種に応じて停止します。

車の重心は、車の整備マニュアルを参照するか、自動

車メーカーにお問い合わせください。 

 

 

 

９-２ リフティングポイントの選定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車
の
進
入 

リ
フ
テ
ィ
ン
グ 

ポ
イ
ン
ト
の
選
定 

下 

降 

上 

昇 

退 

出 

* 車の進入時、リフトは最下降位置にあること。車やリフトの破損のおそれがあります。 

* 車の重心と、リフトの中心を一致させてください。車が最も安定する位置です。 

* 車を支持する場所は、自動車メーカーが指定するリフティングポイントとし、他の部分で支持

しないでください。車の変形、落下につながります。 

また、明らかにリフティングポイントの分かっている車以外はリフトアップしないでください。 

 

* 受台とリフティングポイントの間には純正のサイドシルブロック以外の支持物を入れないでく

ださい。 

* リフトの高さが最下降位置から 30mm 程度の状態で、片側のみに荷重をかけるとリフトが下

降するおそれがあります。ベースと受台の間に手等を挟まないように注意してください。 

* 軽自動車の一部を車種や最低地上高の低い車種において車輌進入時にマッドガードとリフト受

台とが干渉するおそれがあります。 

* これらの車輌をリフトアップする際にはオプションのサブステップをご利用ください。 

 注意 

 注意 

 警告
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1．リフティングポイントの選定をします。 

  ① スライド受台の取手を少し持ち上げます。 

  ② 受台をスライドさせ、リフティングポイントに合わせます。 

    この時ずれ止めピンが受台の穴に確実に入っていることを    

確認してください。 

 

＜埋込式スライド受台の場合＞ 

  ① 上昇ボタンを押し、リフトを 50mm～70mm 上昇させます。 

  ② スライド受台の取手を少し持ち上げます。 

  ③ 受台をスライドさせ、リフティングポイントに合わせます。 

    この時ずれ止めピンが受台の穴に確実に入っていることを確認してください。 

 

2．リフティングポイントと受台の間に付属のサイドシルブロックを入れてください。 

 

 

 

 

 

 

サイドシルブロックの使用について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* サイドシルブロックの中心を２段Ｘ型リンク幅の内側に設置して車をリフトアップすること。 

その際、前後のサイドシルブロックはブロックの幅以上にずらさないこと。 

※想定以上に受台がひねり、受台の左右差が発生し、車の変形・落下につながる可能性があり

ます。 

※条件を満たすことができない車のリフトアップはしないでください。 

サイドシルブロックは、それぞれの幅以上にず

れないこと。 

※位置を変える際は、各サイドシルブロックが

図の線 A、線 B の範囲にかかっていること。 

A 
B 

サイドシルブロックの幅 

B 

A 
OK 

NG 

サイドシルブロックの幅 

 

２段Ｘ型リンク 

２段Ｘ型リンク 

サイドシルブロックの中心は 

２段Ｘ型リンク幅の内側に設置

し、外側にはみ出ないこと。 

395 
127.5 

 

サイドシルブロック 

 注意 
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９-３ 上昇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上昇ボタンを押してサイドシルブロックが車にあたる直前まで上昇させます。 

サイドシルブロックがリフティングポイントにあたっているか見て確認してください。 

ずれていたら調整してください。リフティングポイントとサイドシルブロックが一致したら、タイヤ

が少し（2～3cm）浮く程度まで再度リフトを上昇させてください。 

 

車を上下にゆっくり慎重に揺らし、車のバランスが良ければ車を作業しやすい高さまでリフトアップ

してください。 

リフティングポイントの幅（トレッド方向）が狭い車をリフトアップさせた場合、受台が内側に傾く

ことがあります。 

なお、受台を最低位より 200mm 以上上昇させないと降下止めツメが働きません。 

必ず 200mm 以上上昇させた後、作業してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 能力は 2,500kg です。これを超える荷重を乗ないでください。リフトの破損につながります。 

* 操作前に車やリフトのまわりに人や物が無いことを確認してください。 

重大な事故につながります。 

* 昇降中は車の左右の傾きに注意してください。 

 受台高さに左右差が発生した場合は無負荷でリフト最上昇位置まで上昇させて、上昇ボタンを 

2～3 秒間押し続けてください。 

下降途中に傾きが大きくなる場合は、直ちに操作を中止して販売会社へ連絡してください。 

* ピットやリフトの内部に工具や部品などを放置したまま操作をしないでください。 

リフトの故障や車の転落につながります。 

* リフトが併設されている場合、他のリフトの操作ボタンを間違えて操作しないでください。 

* 受台を最低位より 200ｍｍ以上上昇させた後、作業をしてください。 

200ｍｍ以下の場合、降下止めツメが働きません。 

* 操作中に車やリフトの下に入らないでください。人身事故につながります。 

 危険

 警告

 注意 
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９-４ 下降  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下降ボタンを押せば、降下止め装置のツメが外れ下降します。 

押ボタンを離せばその位置で停止し、降下止め装置のツメも降下止めラックにかかります。 

下降ボタンを押しても降下止め装置のツメがラックの歯にあたり、ラックから外れない場合、少し上

昇 

させてから再度下降操作をしてください。 

 

＜埋込式スライド受台の場合＞ 

受台を伸ばしている場合には、車のタイヤが接地して、受台から完全に車が離れてから一度リフトを

停止し、受台を完全に縮めてから最下降位置まで下降させてください。 

 

 

９-５ 退出  

 

 

 

 

 

車の下部やピット内に工具など異物がないか確認の後、車を退出させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 操作中に車やリフトの下に入らないでください。 

人身事故につながります。 

* ピットやリフトの内部に工具や部品などを放置したまま操作をしないでください。 

リフトの故障や車の転落につながります。 

* リフトが最下降位置まで下降していることを確認してから車を退出させてください。 

車、リフトの破損につながります。 

 
 危険

 警告

 注意 



17 

 

 

１０ 作業終了後の掃除 

作業が終了したら、受台やリフトエリア内に付着したオイルやグリスなどをきれいに拭き取ってくださ

い。この時何か異常が発見された場合、直ちに販売会社にご相談ください。また安全のため、最下降位

置まで下げて主電源（ブレーカー等）を切ってください。 

 

 

１１ 保守点検 

安全にご使用いただくために毎日の始業点検に加え、必ず月に 1 度保守点検を実施してください。 
 

 

 

 

  上記の保守点検に加え年に一度、専門業者による定期点検を実施してください。 

定期点検の実施については、お買い上げいただいた販売会社へご依頼ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

点検箇所 点検項目 点兼要項 

ボルト・ナット類 ゆるみの有無 増し締め確認 

降下止め安全装置 ツメ外しシリンダーの動き 正常に働いているか 

「給油箇所」に指示されている箇所に給脂（P18 参照） 

制御盤 
各電気機器（マグネットスイッチ・押ボ

タンスイッチ等） 

正常に働いているか？接点の汚れ、焼損の有無を

目視して確認 

オイルタンク ストレーナー（サクションフィルター） 目づまりしていないか 

配管・エアーホース等各部

分 

継手部 油もれ､またはエアーもれの目視確認、増し締め 

配管および油圧＆エアーホース 亀裂および傷の有無､交換 

リンクおよび受台 

軸受部の摩耗状態 軸受部のガタを目視確認 

移動ローラーの回転状態 転動部の偏摩耗、ガタの確認 

各リンク・受台 亀裂・歪み・破損・曲りおよび変形の確認 

油圧シリンダー 

油もれの有無 ダストシール、継手からの油もれの有無の確認 

自然降下 
自動車を上昇させ、5 分間に 1mm 以上、下降

しないことを確認 

ベース 
アンカーボルトのゆるみ 

増し締めし、レベルを見ながら調整 
レベル調整 

サイドシルブロック サイドシルブロック 割れ、変形はないか 

安全に使用していただくために 
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油圧作動油の種類 

本機はギヤポンプを使用しており、その性能は使用オイルによって大きく影響しますので、作動油を

補充する場合には必ず下記作動油の種類をご確認ください。 

また、作動油は定期交換が必要です。設置後 1 年にて、その後は 3 年毎に交換を実施してください。 

なお、交換についてはお買い上げいただいた販売会社にご依頼ください。 

 
 

■粘度区分 ISO VG32 耐摩耗性油圧作動油  

※使用量:15L（オイルタンク:8L、シンクロシリンダー内:7L） 

 

 

 

給油箇所 

 下図指定箇所に毎月 1 回給油脂してください。 
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１２ 故障と原因 

故障や不審な点などがありましたら、お買い上げいただいた販売会社までご連絡ください。 

故障状況 原 因 処 置 

上昇しない 

《モーター回転しない》 

・マグネットスイッチのサーマルリレーがとんでいる 

・マグネットスイッチの接点が焼けている 

・単相運転をしている 

・電気回路が断線している 

・漏電ブレーカーが作動している 

 

・原因を調べてリセットボタンを押す 

・マグネットスイッチを交換する 

・電圧を計って不良箇所を修繕、または交換 

・断線箇所確認後、修復する 

・原因を調べてリセットする 

《モーター回転する》 

・リンク下部のローラーに異物がかんでいる 

・作動油が減っている 

 

・サクションフィルターの目づまり 

 

・除去する 

・原因を調べて添加タービン油 ISO32 を 

補充する 

・フィルターの掃除、または交換 

下降しない 
・降下止めツメが効いている 

・リンク下部ローラーに異物がかんでいる 

・上昇させてツメを外す 

・除去する 

自然降下する 
・リフト停止 10 分後、1mm/5 分以下の自然降下で

あれば正常です 
・規定以上であれば、販売会社へ連絡する 

左右受台に 

高低差が発生 
・油を循環させていない ・同調補整を行う（P10 参照） 

異音がする 

・リンク軸受部が油切れしている 

・リンクのローラーが摩耗している 

・作動油が不足している 

・給油する 

・交換する 

・油を補充する 

最上昇位置ま

で上昇しない 
・シンクロシリンダー内のオイル不足 ・無負荷で最上昇位置まで上げる 
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１３ 仕 様 

SCL25A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕　様

型式 SCL25A

能力 2500Kgs

揚程 1800mm

操作方法 押ボタンスイッチ式（操作電圧24V)

電源 AC200V･三相･50/60Hz･4KVA

駆動方法 電動油圧式

上昇モーター 1.5KW4P･10分定格

上昇時間
58sec（50Hz）

48sec（60Hz）

下降時間 28sec（2500Kgs負荷時）

リフト芯間 1400mm

適応車種 軽･普通乗用車

自重
850Kgs（本体）

190Kgs（油圧ユニット）

車両重量(含衝撃荷重)  3000Kgs

総重量  4040Kgs

オイル ISO規格VG32　一般油圧作動油

総油量 15L

 エアー圧 0.5MPa～1.0MPa

騒音 70dB(A)

519 881 519

650 750 650

3
6
0

639 761 639

1400

2050

36
0

2
3
4
1

ｽﾄﾛｰｸ　1800 105

1900

M
I
N
19
4
1
　

M
A
X
2
53
5

510

3
7
7

1
1
7
8

乗込ミ方向

F
．

L

F．L

油圧ユニット

油圧ユニットへ

MI
N
1
5
0
7

M
A
X
2
10
1

本仕様等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。 

※改造品の場合は仕様が異なる場合がありますので、別紙改造仕様図をご参照ください。 
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SCL25AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕  様

SCL25AP

2500kgs

1800㎜

押釦スイッチ式(操作電圧24V)

AC200V･3相･50/60Hz･4KVA

電動油圧式

1.5KW4P･10分定格

58sec (50Hz)

48sec (60Hz)

28sec (2500kgs負荷時)

1400㎜

軽･普通乗用車

820kgs (本体)

190kgs (油圧ユニット)

3000kgs

4010kgs

ISO規格VG32 一般油圧作動油

15L

0.5MPa～1.0MPa

70dB(A)

型式

能力

揚程

操作方法

電源

駆動方法

上昇モーター

上昇時間

下降時間

リフト芯間

適応車種

自重

車両重量(含衝撃荷重)

総重量

オイル

総油量

 エアー圧

騒音

油圧ユニット

F．L

F.
L

乗込み方向

油圧ユニットへ

710 690 710

2110

639 761 639

17.8

650 750 650

2050 3030

1
7
2
0

M
A
X
 
2
1
6
2

M
I
N
 
1
5
3
2

1900

ｽﾄﾛｰｸ　1800 105

3
7
7

510

1
1
7
8
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１４ 総合回路図 

※改造の場合は回路図が異なることがありますので、別紙配線図をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M モーター 

MC マグネットスイッチ 

TH サーマルリレー 

F フューズ 

T トランス 

PB1 上昇ボタン 

PB2 下降ボタン 

Ry 下降リレー 

SOL1 セレックスバルブ 

SOL2 下降バルブ 

LS ツメ外しリミット 

D 整流器 

 

コテイシボリ 

断流弁 

断流弁 

チェックバルブ チェックバルブ 

緊急下降バルブ フローコント 
ロールバルブ 

下降バルブ 

切替バルブ 

リリーフバルブ 

ギヤポンプ モーター 

下降リリーフ 
バルブ 

フィルター 

レギュレータ 

クイックエキゾーストバ
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１５ オプションについて 

１５-１ サブステップ  

 アルミ製の低床車用盛り込み補助板です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

サブステップを使う前に取扱説明書をよく読むこと。 

 

感電注意 

※サブステップは電気を通します。十分注意してください。 

 

 

１． 乗込補助板としての用途以外の使い方をしないでください。 

２． 最大使用荷重（750kg）の範囲内で使用してください。 

３． サブステップを加工したり改造したりしないでください。 

４． 地面や床が滑りやすい場所、安定しない場所には設置しないでください。 

５． 変形したサブステップは使用しないでください。 

６． 持ち運ぶ時は、製品の角で手を切らないように注意してください。 

 

＜使用方法＞ 

① サブステップはフロント側、リア側の 2 種類あります。 

切り欠きのある方がフロント側、切り欠きのない方がリア側となります。 

② リフトを 500mm 以上上昇させ、サブステップを定着させます。 

③ リフトを最下降位置まで下降させます。 

④ 通常のリフト使用方法と同様の使用をします。 

＜保管について＞ 

・クリーナーや洗剤をつけたままにしますと腐食の原因になります。 

・農薬やセメント、石灰の近くに本製品を置くと、化学反応を起こして腐食の原因になります。 

 

 警告

 注意 
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１５-２ サブステップ収納ワゴン 

サブステップを収納するワゴンです。 

サイドシルブロック、工具等も収納ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５-３ ハイサイドシルブロック 

標準サイドシルブロックよりも高さの高いサイドシルブロックです。 
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１６ 設置（据付）および移設について 

本製品の設置（据付）および移設は、お買い上げいただいた販売会社へ依頼してください。 

移設の場合は、販売会社による点検を実施してください。 

 

 

１７ 廃棄について 

本製品の廃棄については、鉄鋼材、非鉄材、作動油に分別してください。 

特に作動油の処理方法は、法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理してください。 

ご不明な場合は販売会社にご相談の上、処理してください。 

 

 

１８ 商品保証規定 

無償修理規定 

取扱説明書、本体注意シール等の注意書きに従って正常な使用状態で保証期間内（納入後 1 年以内）に

故障した場合は、弊社の責任において無償にて欠陥部品の手直し、修理、取り替え、交換部品の送付を

いたします。ただし、二次的に発生する損失の保証および、次の場合に該当する故障は保証いたしてお

りません。 

 

（１）使用上の誤り、保守点検、保管等の義務を怠ったために発生した故障および損傷。 

（２）商品の作動機構に悪影響を及ぼす変更（改造）を加え、それが原因で発生した故障および損傷。 

（３）消耗品が損傷し取り替えを要する場合。 

（４）火災、地震、風水害､その他天災地変等、外部に要因がある故障および損傷。 

（５）指定された純正部品を使用されなかったことに起因する場合。 

（６）日本国外で使用される場合。 

（７）保証請求手続きが不備の場合。（例：型式および機体番号の連絡がない場合 etc.） 

（８）設置に原因がある故障および損傷。 

（９）弊社販売会社および弊社以外で行われた修理。 

（10）酷使・過失または事故によって生じたと認められる故障。 

 

なお、本製品およびその付属品に使用されているゴム部品等のあらゆる自然消耗する部品、ならびに 

消耗品については保証の適用は除外させていただきます。 

 

 

 

 

 

保証請求方法 

上記規定に基づき本製品の保証請求を行う場合は、お買い上げいただいた販売会社までご連絡ください。

販売会社において必要な手続きを実施いたします。 

なお、保証の可否は勝手ながら弊社において判断させていただきますのでご了承ください。 

 

本製品は屋外設置および耐水仕様になっておりませんので、錆・ 

腐食・漏電等の水による故障は保証いたしておりません。 
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１９ アフターサービスについて 
 

調子が悪い時 まずこの取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 

それでも調子が 

悪い時 

無償修理規定に従い修理いたしますので、お買い上げいただいた販売会社へ修理を

依頼してください。 

保証期間内の修理

について 

保証期間は納入後１年以内です。 

無償修理規定の記載内容に基づいて修理いたします。 

保証期間後の修理

について 

お買い上げいただいた販売会社へご相談ください。修理によって機能が維持できる

場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。 

補修用性能部品 

の保有期間 

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後 20 年間です。 

（性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です） 

アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点は、お買い上げいただいた販売会社へお問い合わ

せください。お問い合わせいただく際には、次のことをお知らせください。 

型式・機体番号・購入年月日・故障状況（できるだけ詳しく） 

 

上記事項を下表に記録しておくと、お問い合わせの際に便利です。 

型 式  

機 体 番 号 Ｎｏ. 

購入年月日      年    月    日 

購 入 店 名 
社名： 担当者： 

住所： 電話： 

設 置 業 者 
社名： 担当者： 

住所： 電話： 

故障日・状況 

 年    月    日 状況： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM-SCL25 2208⑰9810-S 

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町４丁目３番地２１  tel.0566-53-1126 fax.0566-53-1844 

〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥２丁目２番１２号  tel.03-3759-9722 fax.03-3759-9723 

〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南２丁目３番２２号  tel.06-6747-7617 fax.06-6747-7618 

[その他営業拠点   仙台 ・ 前橋 ・ 広島 ・ 福岡   

 

販売会社、または施工業者の方へのお願い 

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡ししてください。 


